
平
成
三
十
年
内
閣
府
令
第
三
十
九
号

桂
離
宮
の
施
設
に
係
る
参
観
料
の
徴
収
に
関
す
る
内
閣
府
令

桂
離
宮
の
施
設
に
係
る
参
観
料
の
徴
収
に
関
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
桂
離
宮
の
施
設
に
係
る
参
観
料
の
徴
収
に
関
し
て
は
、
こ
の
府
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
参
観
料
の
徴
収
）

第
二
条
　
桂
離
宮
の
施
設
の
う
ち
宮
内
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の
を
参
観
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
参
観
者
」

と
い
う
。
）
は
、
参
観
料
を
国
に
納
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
参
観
料
の
額
は
、
宮
内
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
代
理
納
付
者
に
よ
る
納
付
）

第
三
条
　
参
観
者
は
、
参
観
者
の
参
観
料
を
立
て
替
え
て
納
付
す
る
事
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
し
て
当
該
参
観
者
の
参
観
料
を
立
て
替
え
て

納
付
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
九
月
二
六
日
内
閣
府
令
第
五
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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